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日時：平成１７年７月２７日（水） 18:30 ～ 20:50

場所：長野県松本勤労者福祉センター １階 大会議室

次 第

１ 開 会

２ 高水協議会の会員募集について

３ 議 事

（１） 第２１回協議会会議録

（２） 会員からの請求資料

（３） 提言書（案）

資 料

第２１回協議会会議録

雨量観測所位置 資料ー53

平成16年 台風23号（10月19～21日）の田川流域平均雨量 資料ー54

田川流域の土地利用状況 資料ー55

多摩川水系河川整備基本方針 資料ー56

多摩川水系河川整備計画 資料ー57

※資料は奈良井川改良事務所、松本合同庁舎行政情報コーナー、松本市役所、里山辺出張

所で縦覧できます。

会員数

会員数 ４０名 （出席会員数１９名）

内 容

１ 第２１回協議会の会議録の内容について確認し、奈良井川改良事務所のホームページで公

表することになりました。

２ 第２１回協議会で会員から請求のあった資料について、事務局から資料５３～資料５７によ

り説明を受けました。

３ 松本市に対しても、「要望書」を提出することになりました。

４ 「松本市総合計画」の見直しを行っているため、松本市への要望書の提出を先行させること

になりました。

５ 松本市長あての文書が「要望書」になったことにより、松本市長あての提言書（案）１ページ

の １ページの一番下の行の最後の部分「以下の通り提見出しの『提言書』を『要望書』に訂正し、

言します。」を「要望します。」と修正することになりました。
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６ 松本市に出す要望書に文書を添付することが了承され、座長が松本市の職員の意見を聞いて添

付文書を作成し、次回の協議会に諮ることになりました。

７ 松本市長あての要望書（案）２ページ「１．防災を考慮した都市計画」で、①として「防災都市

計画の中に水害対策も含めて一体として検討すること。」という文章を追加して、以下丸数字

を一つずつ繰り下げることになりました。

さらに、⑫⑬として「⑫自然の保水力を低下させる開発、事業等を行う場合には、それを担保

する対策を講ずること。」と「⑬流域減災対策は地域の特性に合った方法を総合的に検討し、

市民と協議して複合した手段を選択する等に配慮すること。」を追加することになりました。

８ 松本市長あての要望書（案）２ページ「１．防災を考慮した都市計画」③の冒頭部分「１９９６

年」を削除することになりました。

９ 松本市長あての要望書（案）２ページ、「２．土地利用規制」①の1)1～5の文末に「規制をかけ

る」という表現が入っていますが、抵抗を受ける可能性のある表現のため会員の考えを事務局に提

出してもらい、意見を基に座長が「規制をかける」という表現の取り扱いを検討して、次回の協議会

に諮ることになりました。

10 松本市長あての要望書（案）３ページ「２．土地利用規制」の「2)防災上多少の問題があって

も土地利用を規制しないこと。」、「2) 1.８０年に１度の洪水のために、人の土地に網をかける

ような都市計画は行わないこと。」、「2)2.床下浸水程度の洪水のために法律的な規制をかけ

ないこと。」を削除し、「2) 3.地域一帯の危険度を明確に示し、自己責任の考え方を浸透させ

ること。」を２ページ「２．土地利用規制」①の1)の6とすることになりました。

11 「女鳥羽川、田川、他の川も含めた流域対策として」というような文章と、田川や奈良井川は複数

の市町村を流れていることから「他市町村と十分な協議を進めながら総合的治水をやっていく。」と

いうような内容の文章を入れた方が良いという意見が出され、前段か付記に入れることになりまし

た。具体的な文章の修正は野原座長に一任し、次回の協議会で野原座長から案を示すことになり

ました。

12 「付記」については、次回の協議会で整理することになりました。

※ 発言者の敬称は略してあります。

質疑・会員からの意見（会議録の内容について）

（野原座長）

協議会の要旨について何かございますか。特に自分の発言している内容について、よろしいでしょうか。

質問・意見が無いようでしたら、私の発言について資料として配付したように訂正させていただき、訂正し

た内容で公表することにいたします。

質疑・会員からの意見（雨量観測所位置，資料ー53）

（事務局）

松本建設事務所管内の奈良井川流域における雨量観測所位置ということで、赤い点で落としてある６つ
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の観測所があります。奈良井川流域ということで示させていただきました。他に筑北方面や奈川・安曇方面

につきましても観測している場所がありますが、県のホームページの砂防情報ステーションに出ており、県

内の観測所や雨量状況が見られるようになっています。資料の下にＵＲＬが書いてあります。

質疑・会員からの意見（ ）平成16年 台風23号（10月19～21日）の田川流域平均雨量，資料ー54

（事務局）

資料５４は、女鳥羽川流域を除いた、渚水位局を基準とした田川の流域を示してあります。黒い線が田川

の流域で、青い線が河川です。赤い点が今回流域平均を求める上で使用した観測所の位置です。５箇所の

観測所の雨量を使いティーセン分割により流域平均雨量を出しております。一番上のグラフが流域平均雨

量を示してあります。その他が観測所ごとの雨量です。

（常田長時）

資料５４に「三城」がありますが、資料５３にはありません。何が違うのですか。

管理者が違うということですか。

（事務局）

資料５３の観測所は、すべて松本建設事務所が観測している箇所です。

資料５４の観測所は基本高水流量を算定するのに使用した観測所を基に作成しました。

（野原座長）

資料５３と５４の「松本」は同じですか、違うのですか。

（事務局）

資料５４の「松本」は気象庁の松本観測所です。資料５３の「松本」は松本建設事務所で観測している場所

でありまして、場所が全く違うところです。名前が同じで分かりずらいですが、別の場所になります。

（野原座長）

建設事務所でも同じような２４時間の雨量観測をやっているのですか。同じようなグラフが作れますか。

（事務局）

雨量観測をしておりますが、数値のみを保管しております。グラフは、データがあれば作れます。

（田口康夫）

確認ですが、資料５４の一番上に「田川流域平均雨量」とありますが、「琵琶橋」は田川流域からはずれて

いるので、この平均の中には「琵琶橋」の雨量は入っていないということですか。

（事務局）

流域からは完全に離れておりますが、資料５３を見ていただきますと、田川、奈良井の上流の方には建設

事務所の方でも「琵琶橋」しか観測していないということで、流域の外でありますが、「琵琶橋」を利用して流

域平均雨量を出しております。

（野原座長）

今の説明に対して疑問を感じるのですが、「琵琶橋」の雨量はどの流域のどれくらいの面積を代表してい

るのですか。
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（事務局）

田川流域は広いので流域を５つに分割しております。その流域毎にティーセン分割を行い、近い観測所の

雨量を使っておりますので、田川の上流の方や、その下流の流域では「琵琶橋」の雨量を使っております。

（野原座長）

分割した流域に対して、近い所の観測所の値を使っているということですね。

（常田長時）

雨量との関係というのは非常に大事なことだと思うのでお願いします。林務課か河川課か所管は分かりま

せんが、薄川の上流には８つか９つ使える観測所があると思うのですが、それの比較といいますか、そうい

うものを一緒に出していただければと思います。資料５３の観測所のものも、グラフにしなくて結構ですので、

並列にして数字だけで結構ですので出していただけると非常に分かりよくなると思います。

（田口康夫）

「琵琶橋」が田川流域の平均に入っているということですが、田川流域の黒い線で囲われた南側の２つが

最も琵琶橋の降り方に近かったと考えてもいいかと思いますが、現実は台風２３号の時は薄川の水量とか

その辺は増えなくて、「田川」の水量が結構増えていた。「琵琶橋」で１９５ｍｍ、これは２００ｍｍに近いので

かなりの量が降っているので、「琵琶橋」の降り方がどの辺まで流域に影響を及ぼしたかと考えた場合に

は、どうなんですか。５つに分割したうち、南の２つが琵琶橋に近かったと考えていいですか。

（事務局）

流域ごとにティーセン分割して、それぞれで平均雨量を出しております。一番南、田川の源流になります

が、そこの平均雨量は１７８．１㎜ですので、「琵琶橋」の１９５㎜の影響があるのかということが分かるかと思

います。

質疑・会員からの意見（田川流域の土地利用状況，資料ー55）

（事務局）

田川流域の土地利用状況について、「畑・水田」「森林」「その他（荒廃地）」「宅地（道路含む）」の４つに区

分して、その面積比を表に示しました。田川の流域面積は全体で２５３ｋｍ あり、「畑・水田」が４９ｋｍ で全２ ２

体の１９％、「森林」が１６８ｋｍ で全体の６７％、「その他」が１０ｋｍ で４％、「宅地」が２６ｋｍ で全体の１０２ ２ ２

％です。この資料は(財)日本地図センター細分区画土地利用データより引用しています。

質疑・会員からの意見（多摩川水系河川整備基本方針，資料ー56

多摩川水系河川整備計画，資料ー57）

（田口康夫）

前回の資料請求では、多摩川と阿賀野川、大野川の３つの河川に関して質問を出したのですが、多摩川

だけでもかなり厚い資料になってしまい全部出すと大変だということ、大野川と阿賀野川は多摩川と大体同

じ考え方で書いてあるので、インターネットには載っていますが、今回は資料として出していません。

高水に関してどうやっているかということで資料請求したので、初めにそちらの話をします。

「京浜河川事務所多摩川水系河川整備計画本文」、資料５７の一番最後の２／４というところに整備計画

目標流量というのが載っています。この目標流量はどんなことかというと、一番上のところに書いてあります

が、「戦後最大規模の洪水とは、多摩川では昭和４９年９月の台風１６号、浅川では昭和の５７年９月の台風

１８号を指す。」とあり、これを計画目標流量と定めて実降雨、実流量で整備をしていくと。しかも、その期間
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が２０年～３０年の間に限ってこれでやっていきますと。ただし、状況が変わった場合には、これを変える場

合があるという形で、実質降雨と実質流量でやっていきますという風に書いてあるわけです。実際に計画目

標流量ということでやっているわけです。資料５６の最後に、「計画高水流量に関する事項」というのがありま

すが、これは見たとおり目標流量より多少多くなっています。基本高水が基準点で８７００とありますが、目標

流量を実質降雨で定めてやっているというところが非常に大事なことだと思うので、この資料を出しました。

長いので、詳しくは後で目を通してもらいたいのですが、実質降雨に関して数量を定めて２０年～３０年の期

間の間に河川の整備をしていくというところが多摩川でやっているということです。

先ほど言いました大野川と阿賀野川も実質降雨に合せて計画流量を決めて河川工事をしていくということ

をやっています。３箇所でこんな様なことをやっていると言うための資料です。

それ以外の関係のことも書いてあるので説明します。多摩川水系基本方針ということで目次があります

が、この中を読んでいきますと、３／３ページのところ。この協議会でも議論したのですが、自然に関する考

え方もしっかりと書かれている。しかも、調査研究をしながら考え方を決めている流れが見えてくるし、多摩

川の場合は多摩川八景とか多摩川何景と言って多摩川らしい場所を皆で、市民で話し合いながら決めて、

そういう風景を大切にするという考え方も盛り込まれている。

あるいは市民あるいは学識経験者、流域自治体、河川管理者などが情報や意見の交換を行い良い川づ

くりに向けて進めている。そのために「多摩川流域懇談会」みたいなものを設立して具体的に議論してきたと

いうことも書かれています。

私が簡単にまとめるのは良くないので後でしっかり目を通していただきたいですが、「１．河川の総合的な

保全と利用に関する基本方針」の（２）というところです。１／２ページです。そこにも多摩川らしい川をどうす

るかということでまとまっています。その内容として２段目の最後のところに、この流域協議会でも色々話しを

したのと同じようなことが書かれていて、「洪水時の氾濫被害を最小限に食い止めるため、ハザードマップ等

の情報提供、水防警報・洪水予報の充実、情報伝達体制及び警戒避難体制の充実、土地利用計画との調

整」。ここでは「調整」という言葉を使っていますけど土地利用に関する考え方、あるいは住まい方の工夫で

すか、いわゆる溢れることを前提とした場合にどうやって住んでいったらいいのかというようなことも書かれて

います。越水しても被害を最小限にする対策及び防災教育を関係機関や地域住民と連携して推進するとい

うようにハード面もさることながらソフト面をだいぶ重要視してまとめてあるというふうなことが書かれていま

す。同じところの最後、２／２ページ３段目に書いてありますけど、「情報を適切に収集、モニタリングしつつ、

高度化する技術を活用して適切に行う。特に、多摩川では、洪水流下の阻害となる河川横断工作物や河道

内の堆積土砂及び樹木等について、瀬、淵の状態など環境上の影響にも配慮して適正に対処する。」という

ように環境も重視しながら治水を考えていかなければならないというようなことも書かれています。内容的に

かなり議論して決めていったものだと思うのですが、かなり参考になることが書かれているので、ぜひ後で目

を通していただきたいと思います。

それと先ほどの整備計画目標流量図のところで最初に言い忘れてしまったですが、「流域の保水・遊水機

能を適切に確保する等、総合的な治水対策を行う。」というふうにはっきり唱っているところ、いわゆる流域の

保水というのは森林の整備とかそういうものです。遊水機能を適切に確保するというのは土地利用の問題で

すか、田や畑の使い方に関して考えていこうとはっきりと打ち出しているところが、今までの考え方と変わっ

てきているとういか、そういうことが特に伺える内容になっています。それから、その下に「計画を上回る洪水

が発生した場合に被害を極力抑えるよう配慮する。」と書いてある。ですからこれも溢れることを前提にした

考え方をはっきりと打ち出しているということでは、かなり進んだものになっていると私は見たので是非こうい

うことも、よその県ではやっているんだと。だから、薄川にしろ長野県しろ同様な考え方を当然持っていても

良いことだし、この計画は国に認可されたものなので、ここで認可されているのと同じようなことをやれば認

可される可能性が十分にあるので、こういうものを参考にして問題提起していけば良いかと思うので、大雑

把に説明しましたがこのようなことが書かれているということで資料請求しました。
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（事務局）

ただ今の説明の中に、多摩川水系『河川整備基本方針』と『河川整備計画』という言葉がでてきましたの

で説明します。第６回流域協議会の資料１９で新河川法の概要について説明させていただいておりますが、

平成９年に河川法が改正になっております。それまでは、『工事実施基本計画』を策定して河川整備を進め

てきましたが、平成９年に河川法が改正され、より具体的な川づくりの姿を明らかにするということと、国民の

ニーズの増大等最近の動向に的確にこたえるというようなことがありまして、これまでの『工事実施基本計

画』の制度を見直して新たな計画制度が創設されました。以前は『工事実施基本計画』でやっていましたが、

河川整備の基本となるべき方針に関する事項を『河川整備基本方針』とし、具体的な河川整備に関する事

項を『河川整備計画』とし、二つに分けております。『河川整備計画』が新しいものになりますが、具体的な川

づくり等を明確にして、地域の意向を反映する手続きを導入することとなっています。『河川整備基本方針』

は、長期的な視点に立った河川整備の基本的な方針を記述することになっており、資料５６の最後を見てい

ただきますと、基本高水流量を決定して主要な地点での計画高水流量を設定しています。基準地点が『石

原地点』で、そこでの基本高水のピーク流量を８７００ｍ /ｓとしています。このうち流域内の洪水調節施設に３

よって２２００ｍ /ｓをカットして、計画高水流量を６５００ｍ /ｓとしています。将来の改修目標を決めているの３ ３

が『河川整備方針』になります。一方、『河川整備計画』は対象とする事業期間があり、２０年～３０年後の河

川整備の目標を明確にしています。資料５７の一番最後のページの図に、主要な地点における整備計画目

標流量が示されており４５００ｍ /ｓとなっています。『基本方針』で設定した６５００ｍ /ｓでは大きいということ３ ３

で、２０年～３０年後の姿として既往最大洪水に耐えうるような整備をしていくということで、石原地点では４５

００ｍ /ｓとしています。『基本方針』は長期的な視点に立った河川整備の目標で、『整備計画』は２０年～３０３

年後の河川整備の目標ということで流量の言い方が異なっています。『整備計画』では「整備計画目標流

量」というような言い方をしており、先程話のありました大分県の大野川水系と山形県の最上川水系につき

ましても『整備計画』の中では既往最大流量を「整備計画目標流量」としています。『基本方針』の中では将

来の目標流量ということで基本高水流量を決めています。

（野原座長）

ただいまの説明に対してなにかありますか。よろしいですか。内容が豊富ですので、家でじっくり読んでい

ただくとして分からない部分がありましたら次回にまた質問していただくことにしたいと思います。

質疑・会員からの意見（提言書の提出先について）

（野原座長）

私の方で案をまとめて皆さんにお配りしてあります。初めに、案をまとめるにあたっての考え方を述べたい

と思います。先に河川改修についての提言書を提出した訳ですが、今回はその続きだという観点でまとめて

あります。内容につきましては、皆さんにお配りしてあります第１回から第１８回までの協議会の河川改修分

を除いて残った部分、第１９回から第２１回協議会までに出された意見、その意見をそのまま区分・整理した

内容になっております。項目の並べ方・順序は原則として出された順に並べてあります。内容を区分する時

に若干入れ替わっている部分もあります。それから、対立する意見はそのまま併記することにしてあります。

意見を整理した結果、長野県に対するものと松本市に対するものに分かれました。第２１回協議会で松本市

代表の担当課長さんから松本市に対して直接提言していただいてもよろしいですと発言いただきましたし、

現在松本市では将来の都市計画ビジョンを作成しているようですので、内容が松本市に対してだとハッキリ

しているものにつきましては、直接松本市に提言した方が県としてもあとあと負担が軽くて済むのではないか

ということを考えて、長野県に対するものと松本市に対するものを別々に作成しました。これは、あくまでも私

がこうしただけで、どうするかは皆さんの意見を聞いて決めていきたいと思います。以上ですが、まず最初

に、県に対するものと市に対するものと別けて作った案をこれでいいか、統一するか皆さんの意見を聞きた

いと思います。
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（高橋邦夫）

前回も述べましたが、この流域協議会は県が薄川の流域協議会という形で会員を募集して行ったわけで

すから、県知事に対するものを作れば必然的に市の方に行くということでございますので、あえて市と県と別

ける必要は無いというのが私の意見です。

（矢口幸子）

私は、こういうふうに両方に出す方が分かりやすいし、県と市はある意味対等という関係でもありますの

で、これは非常に良くできていると思います。

（山田真一）

県に出すのは当然ですが、松本市に対しても防災マップ等細かいものについては住民に関するものは松

本でございますので、提言というか意見をしても、決していけないことではないと思います。

（常田長時）

教えてもらいたいのですが、一般的に県に出せば関係する市町村に下りてくるのは原則というか、そうい

うルートが出来ているものなのでしょうか。

もし、できているとすれば県だけでいいかと思いますが、そうではなくて参考程度に返ってくるようでしたら

両方に出すのも一つの有力な手段だろうと思います。そのルートがどうなっているのか、わかりませんので

それだけ説明お願いします。

（事務局）

前回も申しあげましたが、県に頂きました提言書については、松本市長さんあてに薄川流域協議会でこの

ような提言書を頂きましたということで文書をつけてお出しします。ただ、県から市に対して、この提言書を頂

いたので市もこれに従ってやりなさいというような強制することまではできないと思います。

（野原座長）

受け止め方がどちらが効果があるか。ただ文書として送られて、そこで終わりにされてしまうとあまり効果

が無い。別けて出すと、直接自分のところに来るからまじめに読まなければいけないというようなことがある

かと思います。

（高橋新吾）

県が設立したので、市へ出すのはどうかという意見がありますが、実は今も話を聞けば県の方では、県へ

出していただきましたというだけの話で、それについて県から松本市に対して薄川流域協議会にもご意見を

お聞きくださいという指導は一切無いわけですね。ということは、県に出した協議会の意見書は松本市が読

もうが読まないが松本市としては勝手という状態になってしまうので、松本市へ出した方が松本市の人たち

は真剣に読むと思います。県に出した提案書なので松本市は関係ないよというのが今の松本市なので、ぜ

ひ別々にだしていただきたいと思います。

（二木一男）

私もこの点については、いろいろと考えてみたのですが、そもそも流域協議会は県に対する答申というこ

とで発足したわけでございまして、最初から松本市も含めて提言するなんていう考えはなかった訳です。した

がって、松本市に対する提言は取りやめて、県一本で良いのではないかという考えをもっている訳です。
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（荒井宏行）

最近出ていなかったので経過がよく分からないところがありますが、松本市も薄川の関係で地域住民の

生活と安全という点では市政の重要な柱だから、あまり行政の縦割りは関係なくまちづくりをいっしょに進め

るという意味で言えば、提言がどの程度の効力があるかなんか関係なく、提言としてディスカッションするぐ

らいのことをしても全然構わないと思う。むしろその方が積極的だと思います。

（矢口幸子）

松本市に出すものについては、流域対策ということですので、土地利用の問題に多く触れているところで

す。合併に伴って松本市は広くなり、今までの各自治体が都市計画区域を持っていた所と持っていない所が

あります。梓川は都市計画区域を持っていますが、他は持っていない。そのようなことがありまして整合性を

図らなければならないということで、それは何も松本市だけではなくて、全県下合併したところについては同

じ状況があるわけです。都市計画区域をどうするかということで検討委員会がつい最近発足したわけです。

２６日の信濃毎日新聞を見ますと、区域拡大を求める委員会がありまして、委員会の中で様々な意見がでま

したが、県の都市計画課としては「県から市町村に『こうせい、ああせい』ということは非常に難しい。」という

ようなことをコメントとして言っております。ということは、やはり私たちは総合治水の観点、努めてそれは土

地利用の問題に関わってきますので、私たちは松本市に住んでいる以上松本市に提言していくのが縦割

り、県だから県にと、県だけでいいんじゃないかと言うだけじゃなくて、ここでの決めごととして市に出すと言う

のも、ここで決めれば良いのではないかと思います。

（高橋邦夫）

繰り返すようですが、薄川流域協議会は何の為にできたかということを先ほど二木さんが言いましたよう

に、やっぱり県に対する意見陳述を申し上げるとこいうことでございますので、松本市長に対する要望書の

中の都市計画とか土地利用規制を本文の中に入れれば問題ないのです。仮に私が松本市長であれば、薄

川流域協議会とは何やと、俺は知らないわと言って終わりなのです。自分が作った協議会ではないですか

ら。したがって、あえてするなら陳情書にするならいいですよ、提言書でなくて陳情書。それなら分かります。

提言書を、同じ物を出すのはおかしいです。はっきり言っておきます。

（野原座長）

今の陳情書にするという形でどうですか。

届くということに関して言えば別にどちらも同じですよね。効力もそんなに変わらないと思います。言葉にこ

だわる必要ないと思います。私も要望書だとか提言書だとか並べたのですが、今回は仕方ないということで

合せましょうということで、私自身は提言という言葉を使っただけなんです。その言葉に私自身はこだわって

いません。皆さんが選択してくださって結構です。

（常田長時）

行政の方は私は分かりませんが、要望書かそういう名前で出すということが一つ姿勢として大事だろうと

思います。提言書と同じ言葉で同じ内容というのはちょっと、というのがあります。市長の方はまだ適切な言

葉は浮かびませんけど要望書でもいいんじゃないかと思います。

（野原座長）

課長さんは前回、「提言書という言葉を使ってよろしいです。」ということでしたから、私は何の抵抗もなく使

ったのですが。

（松本市）

私は前回、提言書でということで申し上げた訳ではなく、皆さん方が決められたことを市長に提言する、あ
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るいは要望する、あるいは陳情する。それは皆さん方が決められたことだからそれは拒むことはできません

という話を申し上げただけで、そういう言葉で提言してくださいという様なことは話さなかったと思います。

（野原座長）

分かりました。そいうことで言葉にはこだわらないということでした。

（笠井津吾）

私の意見を言う前に、県の方に確認させていただきたいですが、薄川流域協議会として市の方にこういう

物を独自に出すことについて問題はありませんか。

（事務局）

この件につきましては、流域協議会の会員の皆さんが判断されることで、我々事務局の方から特に言うこ

とは無いと思います。

（笠井津吾）

そうであれば、現在松本市の方も基本計画策定会議をやっていまして、建設部会だとか行財政・防災部

会だとかいうことで月１回の委員会をやっています。私の個人的な意見としては、この市長に対する提言書

ですか、これにつきましては薄川流域協議会の一存として陳情申し上げるというか、意見を申し上げるという

形で出されても構わないと思いますし、市の方としてはそういう時期でやっている最中ですので、一つの参考

意見になると思いますので、私は出されても構わないと思います。

（野原座長）

他にございますか。

それでは『提言書』という言葉を『要望書』というような言葉に書き変えて、流域協議会として、皆さんの意

見として松本市に伝えるというようなことにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

それでは『提言書』という言葉を『要望書』に変えて、流域協議会から我々の意見という形で松本市にお願

いすると、こういうことを参考にしてくださいということをお願いするということにしたいと思います。

内容についてはこれから検討するとして、両方に出すということ、それから松本市に出す題目は「要望書」

ということにしたいと思いますがよろしいですね。確認したいと思います。多数意見のようですので、そのよう

にしたいと思います。

質疑・会員からの意見（提言書（案）の検討の順番について）

（野原座長）

それでは次に、内容の検討に移りたいと思います。まず、最初に県の方から進めてよろしいですか。

（田口康夫）

時間的な問題で述べたいのですが、県の方の提言書が早く済めば全然問題ないのですが、市が基本構

想を議論している最中で、９月くらいまでにはある程度形が整うようになる予定なんです。だから早い方がい

いので、そっちに間に合わせるという考え方があれば市の方を先にして、その後で県の方、県の方は何日ま

でとか、市より先にとか後にとかいうことは無いので、市の方を先にやった方がいいかと思います。

（高橋新吾）

私も是非そうあるべきだと思います。県については今までの会議の分は提出してありますので、形の上で

は県は済んだことになっているはずです。この会の提言書としては。県で、薄川のかゆいところまで全部やっ
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てくれることはないと思うので、松本市にもお願いしたらどうかという流れで松本市への要望書という話が出

てきたので、できれば松本市の基本構想の中に生かしてもらうことの方が。今まで何十回かここに出てきて

いる皆さんは薄川の治水について心配なさってこの会にでているので、県にまかせれば全部行くっていうこ

とを信用してこの会に出ている人はいるかどうか分かりませんが、是非松本市の方にも県の対応と相呼応し

て是非こういうことをしてくださいということをタイミングが合うように提言した方がいいと思うので急いだ方が

いいと思います。松本市の提言ができあがって、ひと言もこういうことが入らないということが起こったときに、

いままでここに集まった人たちは何をやっていたんだということになってしまいますので、薄川を心配するな

らば生かせるところに提言するべきだというのが私の基本的な考えです。

（松本市）

今お話になっております松本市の建設水道部会というところで基本計画、基本構想の方をまとめる担当を

しておるものですので、その状況について報告します。

今日お見えになっておられる方の中から４名程部会の方にもご参加いただいております。市の方の部会

の今の状況は、先週の土曜日７月２３日に最終的なご意見を頂きまして、答申をまとめる段階にきておりまし

てほとんどまとまっております。８月２０日に市長に答申するということで、ほぼ答申はできあがっている状況

でございます。その中に、松本市に要望いただく内容を含めて、こういう細かいものは記述されておりません

けども基本的な考え方というものは十分配慮された、例えば総合的な治水を考えるとか、そんなような言葉

の中に個々に入っているというように解釈しております。提言書の方は、このように細かい一行一行、内容を

記述するものではございませんので、そんなような状況にあるということだけを今説明させていただきました

のでよろしくお願いします。

それから、松本市と県に出すというところについて、考え方を述べさせてもらいたいと思います。当然両者

へ出して頂くことは構わない訳ですけども、県に出す分と市に出す分の内容が違いますので、県に出した所

に松本市にはこういう意見を出してあります。松本市に出す分についても、県にこういう提言してございます

というような形で、お互いに県にはどうのような物がでているのか、市にはどのような物がでているのかとい

うことが分かる形にしていただければ良いかと思います。

（野原座長）

大まかな答申はまとまりつつあるということなんですけども、その後具体的にさらに細かい実施計画のよう

なものを作っていくわけですか。

（松本市）

実施計画というのは毎年、３年レベルで作っております。毎年見直しで３年計画で作っております。

（松本市）

早く要望書なり陳情書なりを出して、総合計画に反映させたいという話だったものですから、今の状況を説

明させていただきました。皆さん方の意見をこれから総合計画の提言の中に入れることは無理ですよと。公

募とかいろいろの委員の皆さんにお願いして提言をいただくというシステムでございますから、流域協議会

の意見を提言の中に入れていくことは不可能ですよと。日程的なもの、考え方のもの、メンバー、そういった

ことも含めてそれは無理ですよということです。

（高橋新吾）

例えば流域協議会ではこういう意見もありますがということで、松本市の今やっている計画の中に、こうい

う参考意見もありますがという参考意見としても既に却下の状態ですか。
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（松本市）

計画課長がお話したように、このメンバーの中にも４人の方が建設水道部会にいらっしゃいます。その中

でも意見、提言を言ってもらっていますから、そういったことを踏まえて部会のなかで提言書をまとめたという

ことですから、部会のなかでは参考にしていただいて提言をまとめていただいたと理解しております。

（田口康夫）

確かに今言われたようなことは現実的にあると思いますが、市の基本構想、建設水道部会の中で、それ

ぞれの意見というのはここでも同じなのですが両論併記的な内容が結構あるのです。私は両論併記の場

合、市長はどちらを選ぶか迷う場合、こういうはっきりした提言を出せばそれなりに力になりうる可能性もあ

るので、何を選択してもらうかという所を押す必要があると思うのです。建設水道部会の中でいろいろ議論

があったけど、なかなか納得のいくような内容には完全になってなかったというのが私の感想です。私はそこ

に出席しているのですけど、例えば溢れることを前提とするというような文章を入れようとしたのですが、いろ

いろ反対してそういう文章が入らなかったというような課程もありますから、市長がどれを選ぶのかというとこ

ろに寄与するような内容の文章を入れるということは非常に大事だと。決してもう決まったから遅いとそういう

問題ではないかと思います。

（野原座長）

答申に間に合わなくても、今後実施していく上において必要であれば意見は意見として提出していけば良

いですよね。提言書に間に合わないから遅らせるか、それとも早めるか、それだけの違いだと思うのです。

（松本市）

今、高橋さんの方から、提言書に入れてもらうようにというような話があったものですから申し上げたので

あって、皆様方が市長に対して提言なり、要望なり、陳情なりされることは別段拒むことはできませんよとい

うようにお話をしているので、そういうことは全然問題はない訳です。

（野原座長）

それでは、こうさせていただきます。なるべく早く松本市に出した方がよさそうなので、松本市に出す分を

先にやるというふうにさせてください。そういうことで進めます。

質疑・会員からの意見（松本市への提言書（案） 「経過及び総合的治水対策の理念」）

（野原座長）

それでは、松本市長あてに出すものを見ていただけますか。

日付など決まっていないものは空欄にしてますが、最初に「経過及び総合的治水対策の理念」という形

で、こういう訳で松本市にお願いしますというようなことをまとめてみました。

既に読んでいただいてますけど、ここで３分ほど目を通していただけますか。

それではこのページ、見出しの『提言書』という言葉は『要望書』というふうに訂正していただいて、文章の

中の『提言』という言葉は『要望』という言葉に書き換えさせていただきます。

この文章に対して何かこうしたらいいということがありましたらよろしくお願いします。

その前に、市に出す場合はこの前に１枚付け加えるものがあります。市の方の意見を聞いて、次回までに

きちんとまとめてまいりますので、皆さんに諮って正式に決めるようにしたいと思います。

「経過及び総合的治水対策の理念」はこれでよろしいでしょうか。

よろしいですか。それでは、次のページに移りたいと思います。
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質疑・会員からの意見（松本市への提言書（案） 「１．防災を考慮した都市計画」）

（野原座長）

次に「１．防災を考慮した都市計画」というようなことで、皆さんから出された意見を列記してあります。これ

を１つ１つチェックしていきたいと思います。まず①を読んでいただいて、意見のある方はお願いしたいと思

います。

（高橋邦夫）

全体通じて見ますと、「１．防災を考慮した都市計画」それから「２．土地利用規制」、これは非常に前向き

の筋の通った言い方をしています。ところが知事に出すのは両論併記ですから、片方はやるべき、片方はや

らなくていいと両論でていますよね。その辺を先ほど市の計画課長が言いましたように、市の文章を出すとき

に県にはこういう文章だしますよと文章をつけますよね。そうすると「なんだこりゃ、県の方には両方書いてあ

るじゃないか。市の方には一方のことしか書いてないじゃないか。」とこういう理屈になってしまいます。どっち

の言葉を信用したらいいかのという形になるんじゃないかという感じがします。したがって、市の方は筋の通

った前向きな言い方しかしていません、ところが県の方は前向きな話と後ろ向きな話と両方入っているので

す。県に対するのはちゃらんぽらんの提言なんです。この辺の整合性が少しおかしいような感じがしますが

どうでしょうか。

（常田長時）

今のご意見ももっともですが、どちらかを先に整理して、市の方にこう出してあるから県の方もこういうふう

に整理しようという検討をするということでいいと思います。どちらかを整理した方がいいかと思います。実際

には、前向きと言いますか、建設的と言いますかそういう風にしたほうがいいと思います。

座長さんの方でまとめていただいた提言書（案）の中の追加項目意見というのがございます。それからもう

一点、土地利用防災都市計画云々、土地利用云々と言う時に一番大事なのは座長さんの追加意見、１の①

「防災都市計画の中に水害対策も含めて一体として検討すること。」という項目が非常に大事だろうと思いま

す。今、防災都市計画というのを市の方で出してあるのですが、水害というのは別の項目で検討されている

ようです。別系統で。防災都市計画というのは火災と地震が主で、水は河川の方でやっているよというような

ことをおっしゃるので、是非この水害も防災の中に入れるんだという、一体として考えるんだという項目は是

非入れていただきたいと思います。そうすると他の項目が大分整理されてくるんだろうと思います。私の意見

も座長さんの意見と同じような考え方がありますので、水害対策を含めるというこれをとにかく先に持ってくる

というのが非常に大事だろうと思っています。

（野原座長）

後になりましたけど、「提言書（案）への意見追加」ということで常田さんの方からいただいた意見を採用す

るものは採用する形でこの中に入れてあります。最後にやろうかと思っていましたが、常田さんの意見も入

れますと、２／３ページ目の「１．防災を考慮した都市計画」の次、①の前ですね、これに①として「防災都市

計画の中に水害対策を含めて一体として検討する。」ということを入れて、あと順番に番号を繰り下げるとい

うことにしているんです。それ以外に２つ、⑫、⑬を追加するという形にしています。この１／１ページですね、

提言書（案）への意見というか、これも一緒に検討していただきたいと思います。

この①として「防災都市計画の中に水害対策も含めて一体として検討すること。」、これはよろしいでしょう

か。よろしいですか。私もこれを入れるなら、この項目が一番最初に来るんじゃないかと思ったので、一番最

後に来た意見ですけど一番最初に入れさせていただくということにしました。

高橋さんの意見もあるんですけども、内容の検討を進めさせていただきます。よろしいですか。

「防災都市計画の中に水害対策も含めて一体として検討すること。」、よろしいですか。異議が無いようで

すので、「１．防災を考慮した都市計画」の①として「防災都市計画の中に水害対策も含めて一体として検討
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すること。」を入れたいと思います。あと①から⑩まであるのは、１つずつ番号をずらすということでお願いし

ます。

次に②ですね。今検討していただいていることですけど、よろしいですか。意見が無いようでしたら②はこ

れで良いとして、次に③です。

（笠井津吾）

今、一つずつ読んでいるようですけが、事前に配られてきていますので、何か問題のあるところだけご意

見を伺ってやっていただいた方が時間の無駄にもならないかと思います。進行の方法を少し検討していただ

ければ大変ありがたいと思います。

（野原座長）

できたら私もそうしたいと思いますので、よろしいでしょうか。

（巽 朝子）

③の「１９９６年長野県の河川という資料に・・・」とありますが、これは１９９６年だけじゃなくて１９９２年にも

載っていました。１９９６年だけ取り出すのが変なので、「長野県の河川」だけでいいと思います。

（野原座長）

それでは、「１９９６年」という言葉を消すことにします。

議事の進め方として１項目ごとに検討していくのではなく、問題点だけをお聞きすることにしたいと思いま

す。番号を訂正していただいて、ここにあるのは②から⑪までとなります。ご意見のある方はお願いします。

（田口康夫）

この間、市の基本計画の市民会議に出た時に、ある人から薄川流域協議会というのは薄川だけの問題だ

けをやっているのか、松本市には女鳥羽川とか他の川もあるので、市としてやる場合にはそれも対象にしな

いとおかしいのではないかという意見が出ました。私も市に出すものとしてはその通りだと思うので、１の内

容を見ると別に固有名詞を入れて「薄川の流域は」とは書いてはいないけども、薄川流域協議会として出す

ので、その辺のことを分かるように文章としてどこかに入れないとまずいんじゃないかなと。そういう意味で、

「女鳥羽川、田川、他の川も含めた流域対策として」というような文章をどこかにいれた方が良いんじゃない

かと。それからもう一つ、田川なんか特にそうですけど、奈良井川も下っていくと他の市町村に入っていく。塩

尻から流れてくる。松本市だけで対応することは結構難しい部分があるので、「他市町村と十分な協議を進

めながら総合的治水をやっていく。」というような内容の文章も含めた方がいいんじゃないかと思います。

（野原座長）

前段に入れるか、最後の付記に入れるかどちらかだと思うのですが、どちらがよろしいでしょうか。

（笠井津吾）

今の意見に私も賛成で、入れることについては問題ないと思います。田口さんが言われた問題を提言と

いうか意見書のどこにいれるかという問題ですので、前段に入れるか最後に入れるか、それは座長におま

かせしたいと思います。

（野原座長）

今、座長にお任せとありましたが、よろしいでしょうか。私がもう一度両方読み直して、前段にいれるか後

段にいれるか次回までにはっきりしたいと思います。

内容についてはよろしいでしょうか。「１．防災を考慮した都市計画」、よろしいですか。
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これに追加することの⑫としまして、常田さんからいただいた意見です。⑫として「自然の保水力を低下さ

せる開発等行う場合には、それを担保する対策を講ずること。」

（荒井宏行）

例えば松本市にマンションがいっぱい建っていますよね。これは「自然の保水力」「地下水」と関係あるん

ですか。非常に大きな問題ですので、ちょっと聞かせてください。

（常田長時）

私が考えたのは、次のところに書いてありますが、例えば田んぼを造成して宅地化するということは、ここ

で協議するよりも、市で全体として考えるべきことだと思うのです。田んぼというのは自然でバランスがとれて

いる。今まであったのを例えば宅地化した時には、個々で考えるのではなくて市が全体として防災都市とし

てはこういうことが必要だよと。例えば田んぼがいっぱいあった所をつぶせば保水力がどうなるかというの

は、ここの協議会で考えるような小さい問題ではないと思うのです。防災都市という大局的なところから考え

るべきだろうというので項目を入れることが主で、具体的にマンションが建ったからどうやって計算するかは

専門家にやっていただくことだと思っております。私の意見は次の紙に書いてあるので後ほどご覧ください。

（高橋新吾）

この文章は、自然の保水力を考慮したものを取っ払うときはそれを考慮してくれということですが、例えば

都市部になると舗装率、総面積に対する舗装してある面積が急に増えるので田んぼを５枚も６枚もつぶして

舗装すると、雨が降ると３時間かかって出てくる水があっという間にでてきますよということを分かりやすく言

っているんだろうなと私は解釈しています。もっと言うなら、これからは温暖化対策ということも時代の流れで

すので、同じ舗装をするならばできるだけ地下浸透する舗装をするぐらいのことを松本市は考えてもいい。

日本の国の上流に暮らしているので、責任があるんじゃないかなと思いますので、舗装率そのものも言葉に

入れば文章を読んだ人も分かりやすいかと思います。

（野原座長）

開発という言葉があれば、建物を建てるだとか大体そういう、他の施設をつくるだとか、そういうことがピン

と来るんだろうと思うのです。今言われたのは道路ですよね。

（高橋新吾）

例えば体育館とか建てればその周りは全部舗装されますから、間違いなく今まで田んぼや畑であったとこ

ろが舗装されて何万平方メートルがあっという間に水が溜まらなくなります。そのことも松本市としては考慮

していくべきじゃないかという風に解釈できた方が素人受けすると思います。

（野原座長）

「開発」という言葉を、もう少し広い意味で何か適当な言葉ないでしょうか。例えば「事業」というか。何か、

全てを含むような。

（常田長時）

例えば、舗装の浸透化だとか、いままでの側溝とは別な考え方、駐車場についてもコンクリートじゃなくて

何か考えてくれという意味で具体的な例を挙げた方がいいのかなという気がしてますが、長くなるから簡単

で良いかなと思って座長さんの言葉に同調した訳です。私は下の方には色々書いて見ました。

（野原座長）

広い意味で、「開発」でもいいような気がしますが、どうですか適当な言葉ありませんか。
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「等」という言葉も付いていますし。「開発、事業等」という言葉にしますか。そうすれば、いろんな事を含む

ような形になるから。それでは、「開発」のあとに「事業」という言葉を入れます。「開発、事業等を行う場合に

は・・・」というふうにいたします。⑫は追加させていただくと。

それから、⑬としまして、「流域減災対策は地域の特性に合った方法を総合的に検討し、市民と協議して

複合した手段を選択する等に配慮すること。」これはよろしいでしょうか。

言葉が少し分かりづらい面もありますが、よく読むとなるほどだなというような気がします。

（高橋新吾）

平田のあたりを全部都市化してああいう状態にしたり、豊田町をああいう形にするというのは、地権者の

意見しか通らないですよね。地権者以外の人があそこは素朴なところにしておいてくださいといくら意見を言

っても、地権者の人が売って金にしたいとなってしまえばどうしようもないということをここでは言っているの

かなと。地域住民だけじゃなくて、地域住民以外の大局的な見地でやっていただきたいという意味だろうと私

は理解しています。所有権の無い人は物を言えなくなってしまうので、松本市に出す場合はその辺を何とか

うまい文章にしておかないと。「豊田町が全部舗装化されてホタルがいなくなってしまうのでどうかしてくださ

い。」と知事さんに陳情に行く素朴な奥さんがいるんですが、地権者としては「ホタルじゃ食えねえ。」と、一発

で終わりという状態になってしまうので、それを含めて言っているんだろうなと解釈しています。

（野原座長）

地権者ということではなくて。

（高橋新吾）

例えば、東京都市部でも残っている農地を緑の癒す所として活用しようという時代になっていますので、温

暖化とかコンクリート化するだけでなくという風な形で、松本市を都市部を心の癒える空間にしようということ

を言っているんだろうなという具合のいい文章にしていただければと思います。既に都市部自体は残ってい

る農地は大勢に使ってもらって緑のままに残そうという時代になっているので、舗装するだけが開発でないと

いう認識になっていますので、そういう文章が入ればなと思っています。

（野原座長）

これがその文章になっているんじゃないですか。地権者だけで決められる問題じゃないですよ。都市計画

というのはやはり公共事業ですから地権者の意見も重要ですから重視しなくてはいけないですけど、憲法１

２条というのもありますし、悪用してはいけないけれども、やはりこういうことも考えながらやっていただくのが

行政ですから。やはり、これは狭い意味じゃなくて、「住民」かもしくは「市民」というような言葉が必要だと思う

のです。地権者だけの権利じゃなくて。地権者が逆にやられた例もありますから。どっちにも悪用されたんで

すよ。悪用された場合があるんですよ。だから多くの意見を聞くということは大事なんじゃないでしょうか。

他にございませんか。よろしいですか。

それでは、これも原文のまま⑬として追加させていただきます。

質疑・会員からの意見（松本市への提言書（案） 「２．土地利用規制」）

（野原座長）

それでは２／３に戻っていただきまして、「２．土地利用規制」について意見のある方お願いします。

これは両論併記という形になっております。両論の中にまたいくつか意見があるという形になっておりま

す。これも協議会のなかでかなり議論を戦わせていますので、あまりダブるようなことはしたくございません。
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（田口康夫）

「要望書」という形で出すわけですよね。

そうすると、もらった方で両論があるということは、どちらを選択するのかという問題がありますから、なる

べくは一つに、文章の内容をうまく練って、極端に両論の併記という形はやめて、もう少し議論が必要だとは

思いますけど、いろいろな言葉を使いながらまとめることができないですかね。

（野原座長）

この中の文章ですと、そんなに簡単にまとまらないんじゃないかと思うのです。この要望書、提言書もそう

なんですけれど、一本化にこだわる必要ないと思うのですよ。選択云々と言いますが、各人、各人お互いの

思いで参加されていて、それなりの意見を持って述べていただいているのですから。

こうやりなさいという強制的な内容、そういうものじゃないと私自身は思います。協議会の意見がある程度

消極的のようにとられるかも知れませんが、よその協議会の人の話を聞いてもそういうことですから。

我々が一生懸命議論を尽くしたんだということをまとめて、これを少なくとも頭において行政の側でいろん

な計画を立てるときに、まじめに考えてもらいたいということの方が私は大事なんじゃないかと思うのです。

（高橋邦夫）

この「２．土地利用規制」について、１）と２）は相反したことを言っていますよ。

県の方に出す提言書の中には「河川改修の実施を急ぐ必要性は全くない。」とか、「遊水池については必

要でない。」と、いろいろ反対意見を言っているのですよ。ところが１の方には反対意見が一つも入っていな

いのです。それならここにも入れるべきです。常田さんが言ったように一つの方向性を見いだすならいいの

だけど、両論併記なら両論併記でいかないと。今の座長の言葉はおかしいです。２で両論挙げているなら１

の方も両論挙げなければおかしいです。

（野原座長）

私がまとめたのは、皆さんから出された意見を網羅して、それをまとめているだけです。

（高橋邦夫）

だから、全部入れていないということを言っているのです。それであれば、県に出す提言書を見て下さい。

県への提言書「９．３遊水地」の中にある反対意見が一つも入っていないんじゃないですか。そういうこと言う

なら、入れてください。１は片方しか入れていない、２の方は両論入っている。おかしいじゃないんですかと私

は言っているわけです。

（野原座長）

入れると言えば、追加して入れるという形にしないと。私自身は、出されていない意見を私が勝手に追加

する訳にはいきません。

（高橋邦夫）

出されているから書いてあるんでしょ。県の方を見てください、「遊水地」。県の方には入れて、市の方には

入れないってどういうことですか。

（野原座長）

あくまでも客観的に出されたものを羅列したのだから。入れたければ入れます。

（高橋邦夫）

座長の一筆で入るか入らないかの違いですよ。だから入れてください。
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（野原座長）

それでは、入れます。

（高橋邦夫）

県の２／４ページを見てください。「遊水地」の中の反対意見が１つも入っていません。この２）の中の反対

意見が１つも入っていません。「遊水地を造るな。」とか「遊水地は私権に影響あるから造るな。」とか、そうい

う意見がいっぱい出ています。ところが、この１の方には全然出ていないじゃないですか。それは整理の仕

方がおかしいです。

（野原座長）

皆さんが入れて良いと言うことであれば、入れます。提言書をまとめる段階で、議事録に載っていないよう

なものまで勝手に入れた場合にどうかなという気がしています。議事録にのっとってやっていますので。

（高橋邦夫）

県の９．３「遊水池」の２）を見てください。１から５までありますが、この中の意見が１つも入っていないと言

っているのです。

（野原座長）

議事録にあるのをそのまま、私は載せているということです。

（高橋邦夫）

だから、こちらの方にも載せなさいと言ってるのです。

（野原座長）

皆さんが載せていいということであれば、載せます。

（高橋邦夫）

関連するから、私は言っているのですよ。市の方に文書を出す時、県にはこういう文書を出しましたよとい

うことを出す訳でしょう。そうすると、県のものを市が見ますから、「あれ、県の方にはあるのに、私の方には

無いのか。」と不思議に思うじゃないですか。

（野原座長）

そうすると私の意見に関することで、市の方に書かれていない部分は私が追加していいですか。

よければ、私が次回追加してまとめ直します。

（常田長時）

市に提出するものに対しての意見を座長はまとめられたのだろうと思います。それから県に出す方の意見

というのをまとめたのが県への提言書だろうと思います。それですので、この協議会に出た意見を両方に必

ず入れるというもので無くても良いと思います。

市にはこいうことを要望したいということを提言書に入れれば良いと思います。例えば、家を建てるときの

土地規制の問題があります。具体的に市で考えるべきものだから、ここに入れるということで良いと思いま

す。遊水地は、県の方の時に討議すれば良いだろうと思います。
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（野原座長）

私自身は、都市計画だとか土地利用規制の所では意見を述べていないのです。かなり抜けているところ

もありますが、そうした場合に私が自分の意見を一方的に追加していった時に、皆さんがそれで受けてくれ

るかなんです。そういう心配があるものですから、できるだけ議事録にのっとって、出された意見を整理区分

したというのが実態なんですよ。もとがしっかりしていないから、矛盾点はいっぱい出てきます。

（高橋邦夫）

そういうことであれば、２／３ページの①から⑬のうち、⑧と⑨はカットしてください。それならいいです。ここ

では「遊水地は造るべきだ」と言いながら、県には「造るべきだ」と「造るべきでない」と二つ挙がっている訳で

すよ。矛盾しているんですよ、分かりませんか。

（野原座長）

書きながら、自分自身それくらいの矛盾は感じながら書いています。

（高橋邦夫）

意識していたでしょ。意識しながら書いていたんでしょ。だからおかしいと言っているんです。

（野原座長）

意識しても、今言ったように、自分の思いをそのまま追加できないということです。

（高橋邦夫）

それであったら、土地利用の２）をはずしてください。それなら分かります。

こっちは、両論併記でおきながら、上の方は両論だしていないじゃないですか。

（野原座長）

これは、私の意見じゃないです。

（高橋邦夫）

だから、こっちだって座長の意見じゃないですよ。他の人の意見だって入っていますよ。こっちだけ挙げな

いでいて、こっちは挙げるのですか。

（野原座長）

皆さんよろしいですか。皆さん許してくれればやります。

（高橋邦夫）

だから、両方挙げるなら両方あげなさいと。片方だけなら片方にしなさいと。ばらばらじゃおかしいと言って

いるのです。

（野原座長）

だけど私の一存ではできないです。私はあくまでも皆さんの出された意見を整理区分するのが原則だと思

っていますので。その中でみなさんがそういう意見を出されて、私にやっていいということであれば、やりま

す。今言ったようなことは、私当然かなり知っていますし。いっぱいこれ以外にも出てきます。これだけ大勢

の人がいるといっぱい意見が出されているから、整合なんて言ったらきりがないです。
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（荒井宏行）

遊水地については議論が分かれているというのは明確だと思うのだけど、これは３／３の２）の「防災上多

少の問題があっても土地利用を規制しないこと。」だとか「人の土地に網をかけるような・・・」こういう議論と

いうのはあるんですか。遊水地についてじゃなくてこれは遊水地だけの事を言っている訳じゃないですよね。

都市計画、土地利用規制の事でしょ。これはこういう議論がこの中にあるということですか。

（野原座長）

あったんですよ。議事録を読んでいただければ分かります。

（荒井宏行）

そういう発言は、ものすごい問題だと思うけど。

（野原座長）

出された意見を自分勝手にするわけにいかないから、そのまま議事録にのっとってまとめているのです。

みんな抽出してある程度そのまま羅列しても分からないから、なるべく意味の近いものは近くに並べると

いう工夫はしていますけど、みなさんから出された意見を私が気にくわないからというようなことだけで消した

り、修正したりそういうことは一切していません。だから矛盾があったにしても、私自身は皆さんが一生懸命

考えて出された意見だからということで羅列という形で載せているんですよ。

（巽朝子）

座長さんが苦労されて、議事録にのっとって出された意見を、ということは大変分かりますけど、今荒井さ

んからもありましたように、「防災上多少の問題があっても土地利用を規制をしないこと。」というふうに出して

しまうことは、この薄川流域協議会の信憑性といいますか、こういう風にキチッと言い切ってしまうのはやっ

ぱり言い過ぎというか、この辺についてはもう少し議論して言い方を変えるなり何かしないとまずいんじゃな

いかと思います。

（山田真一）

「提言」であれば、意見の相違があっても羅列であってもいいと思うのですけど、「要望」とか「意見」という

のは、まとまっていなければ「要望」でも「意見」でもないです。だから我々が「要望」することが、バラバラの

要求であってはまずいので、それはまとめないとまずいと思うのです。ここの協議会での提言としていろんな

意見がありましたよということであれば、提言の中には違う意見も、こういう意見がありました、ああいう意見

がありましたでいいんですけど、「要望」や「意見」の中に二つの相反したものがあったら、これは「要望」でも

「意見」でも、何のために出すのか私には理解できません。まとめてできないのだったら、出さない方がいい。

そんな中途半端なものはやめたほうが良い。じゃなかったら、ここのこの場所で最初に、多数決はやらないと

いう原則をここではずして、ここは多数決で決めるのか、松本市に対しては多数決できめるのか、あるいは

皆さんの意見を尽くすまでやるのか、それも皆さんのご意見を伺いたいと思います。

（野原座長）

どうですか。そういうことは、私自身は例えば「提言」「要望」、この見出しをきめる時にやっぱり迷ったんで

すよ。ただ単純に持ってきたんじゃないですよ。だから「要望」という言葉にさっき変わりましたけれど、実際、

今言ったようなことも出てきます。決まったから「要望書」という形にしたんですけれども。

（笠井津吾）

３／３の２）ですね、３だけ残して、あとカットされたらいかがですか。「３．地域一帯の危険度を明確に示

し、自己責任の考え方を浸透させること。」これは結構なことだと思います。したがって上の２）と、１、２をカッ
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トするということでいいと思います。

（野原座長）

２）と１、２は消して３だけ残して前に追加する。№６になる訳ですね。そういうことでよろしいですか。

（田口康夫）

これを出した人の意見がどうかということが非常に大切だと思います。

その前に、座長は理科系的にまとめたのでこうなってしまったのですが、先ほど多摩川の資料として出た

ところに、「情報伝達体制及び警戒避難体制の充実、土地利用計画との調整、住まい方の工夫、越水しても

被害を最小限にする対策及び防災教育等を関係機関や地域住民と連携して推進する。」というような言い回

しでまとめてあります。２の土地利用規制のところで例えば「ハザードマップを作って防災上必要な土地には

規制をかける。」と、それぞれの所に全部最後の所に「規制をかける」というふうに書いているのです。これは

例えば２）の意見をもっている人からみると、なかなか納得できないようなものになってしまうので、私は両方

をうまくマッチングさせた文章、例えば京浜河川事務所が書いたような文章で、両方の考え方を入れるような

文章を作成としてはそんな不可能な問題じゃないと思うのです。どうですか、２）の１、２を取っていいと意見

を出した人が思われればそれはそれでいいんですけども、もう少し含みのある文章を作らないと、市側として

も「規制をかける」とすべて入っていくとかなり抵抗を持つ部分が出て来るんだろうと思うのです。実際に建設

水道部会の中でこういう話をすると、いろいろな抵抗があったのです。

（野原座長）

そうすると、結局これは地権者になると思うのですけど、例えば「地権者の意思を十分に尊重して」だとか

いう言葉を追加しますか。そういうたぐいの言葉を。

（高橋新吾）

長野県への提言書を作るときに、提言委員というか、ワーキンググループになっていただいた方がありま

す。野原さん一人に全部まとめさせても申し訳ないので、この前のワーキンググループの方にもう一度集ま

っていただいて、そうすると文殊の知恵も出てきて丸くなった文章がでてくると思います。今日ここで全部そ

の文章を一字一句やっていると時間が、物理的にかかるので、もう一度その方に市へ早く出したいから、県

との整合性のとれた文章にしようじゃないかと、ワーキンググループの方にもう一度ご苦労願ったほうが話

が早いと思いますがいかがでしょうか。

お願いしたワーキンググループの方たちが、両論併記は矛盾しているからやめようとやめれば、それはそ

れで結構なことなのでいいと思いますが。ここの一字一句詰めていたのでは１２時過ぎる感じがしますので、

できればもう一度ご苦労願った方がいいという意見ですが、他の方いかがでしょうか。

（常田長時）

今の意見とその前の田口さんの意見は非常に参考なると思います。今日いただいた資料のように箇条書

き的でなくて文章的といいますか、今日いただいた資料の田口さんが読み上げたような文章でも良いんじゃ

ないかと。要望書の場合にはそれで良いかと思います。各項目というのでない方が良いかと思います。

（野原座長）

これはまとめたいのですが、笠井さんが言われたように２）を消して、その１、２を消して、３を残して６とし

て追加するという形でいいですか。この中の文章は別として、よろしいですか。意見が無いようでしたらそれ

はそういうふうにさせていただきます。２）それから１、２は消して、３．を残してこれは６とすると。①は残して

おきます念のため、①の１）それから１から６まであると。その中の「規制」という言葉があるところをどうする

かですね。この「規制」という言葉に関しては、別に集まってどうこうじゃないんですよ。これを見た感じは、言
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葉がみんな同じだし、「規制をおこなうこと」となっているから、これはワーキンググループを作って集まって、

例えば５名で決めたからといって、また他の人が賛成ということになるとも限らないし、言葉だけの問題だと

思うのですよ。これがきついならば、それを緩和するような言葉を入れるようにするとか。

（田口康夫）

その前に、先ほどの２）の１と２のことに関して意見出したのは山田さんだったですか。この意見を出した

のは。１として「８０年に一度の洪水のために人の土地に網をかけるような規制は行わないこと。」 ２として

「床下浸水程度の洪水のために法律的な規制をかけないこと。」この２つを消すことに関して、どうですか。

（山田真一）

私の意見は、昔から洪水のある場所で、承知してそこにいらっしゃる方たちは、最初からここはこのくらい

のものが起きるんだぞということを認識しているはずなんだと。だからといって、この程度、ここまではできて

もそれ以上のところに何かあったら、なんでもかんでもおんぶに抱っこじゃとんでもないぞということを私は言

いたかったので、８０年あるいは１００年に一度のものが床下ぐらいのことであれば、それは、そういう事があ

りますよと、そういうことをハザードマップにちゃんと盛っておけということを言いたかったのです。だからここ

は、洪水が起きるときには、例えば松本だったら駅の方に必ず水が溜まっていましたよね、ああいうふうに水

は上から下にくるのは当たり前なんだから、ここのは来る可能性がありますよということをその住民に対して

ちゃんと分からせろよと。そういうことを言いたかったんです。少し言葉が足りなかったかもしれません。

（野原座長）

そういうことであれば、３を残せばかなり良いですね。それから後はハザードマップを作ってということも、

かなり今の６に含まれています。だから「規制をかけること」という言葉を、きつければこれをどうするかだけ

の話なんですよね。そうすると、この言葉だけですので、この「規制をかける」という言葉を皆さんでどうした

方がいいか考えていただけますか。それを事務局の方に提出して私がそれをまた見せていただいて考えて

次回諮るということにしたいと思います。それでよろしいでしょうか。

そうすると、時間が無いですが、この付記の所はこれでよろしいでしょうか。これは１つだけですけども、追

加したいということがあればどんどん追加しても良いかと思います。

（高橋邦夫）

今のような文章になれば、すっきりすることはすっきりいたしました。これで私は了承しますけれども、ただ

県の方に異議を申している人、例えば県の文章９．３の「遊水地」、「遊水地はできるだけ限りつくらない方向

で検討すること。」それから２の「ハザードマップをもっと強化して早めに退避してもらうようにし、遊水地はつ

くらないようにすること。」それから５「補償契約をして遊水地をつくると、災害が起きたときにその時代の人た

ちは大変なことになるので、遊水地はつくらないようにすること。」というような意見の人は、松本市にはこの

意見を申し上げなくてもよろしいということで理解をしてよろしいですね。こういう意見があるのだけども、よろ

しいですね。確認しておきます。

（野原座長）

県の方については、またやりますので。

（高橋邦夫）

県の方に言うけども、市の方には言わないと。そういう二枚舌使っているということですね。

（野原座長）

今までに出された意見をまとめて出そうというだけの話ですから、二枚舌ではないです。県に対しても同じ
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です。出された意見を適当な時期にまとめなければいけないからまとめているだけの話なんです。

付記についてもみなさんの方で読んでいただいて追加したい事があったら申し出てください。次回またそう

いう事をまとめてキチッと整理することにいたします。


